
＜書類の作成手順＞ ※よく読んでから書類の準備をしてください。 

 

まず，申請手続の案内を熟読し，本学の授業料免除・授業料徴収猶予についてよく理解したうえで，申請

を行うか判断します。 
 

◇申請する場合は，以下の手順で書類を準備してください。 

① 「様式Ａ 必要書類判別マニュアル（学生本人用）」の該当項目にチェックを付けます。 

② 「様式Ｂ 必要書類判別マニュアル（家族用）」を，学生本人を除いた家族人数と同数用意し，家族に状

況を細かく聞き取って該当項目にチェックを付けます。絶対に『家族にすべて任せていたので，書類の

内容を知らない』ということのないように，学生本人が責任を持って記入してください。 
※必要書類判別マニュアル（学生本人用）・（家族用）は，１人分ずつ，左上（左肩）をホチキスで留め

てください。 

③ ①②でチェックした選択肢に指示されている必要書類をすべて用意してください。 
※必要書類は『原本』と指定されているものだけ原本を提出し，それ以外（『確定申告書の控え』， 
『源泉徴収票』，『給与明細』，『年金振込通知』，『医師の診断書・医療費の領収書』など）はコ 
ピーを提出し，原本は学生本人又は家族が保管してください。 

※提出書類はＡ４サイズに揃えてください。コピーを提出する場合は，文字がはっきり読み取れるよう

に『鮮明に』コピーを取ってください。Ａ４サイズのコピー用紙に納まらない場合はＡ３用紙にコピー

してください。Ａ４より小さいサイズの書類は、Ａ４の用紙に貼り付けてください。 

④ 「授業料免除等申請書類チェック票」に，次のとおり必要事項を記入します。 
・学生番号・所属・氏名 
・必要書類判別マニュアルで指示されて，用意できた書類の空欄に「○」印 
・申請時までに準備が間に合わなかった書類の空欄に「未」（未提出の意） 

  

提出書類を各人ごとにまとめて揃え，「授業料免除等申請書類チェック票」を一番上にして提出してください。 

 

本人 

 

家族 

ごと 

 

 

 

 

チェック票 願い 家庭調書 

児童手当 

ＯＲ 

奨学金

OR 

被災関係 

様式Ａ 

マニュアル 
収入調書 

源泉徴収

票など 

源泉徴収

票など 

様式Ｂ 

マニュアル 
課税証明書 

医療費 

ＯＲ 

年金関係 

… 

※マニュアルはホチキス止め

し、証明書類と分けて 

入れてください。 

 

書類のイメージ図 



（本人用）                    （家族用） 

 

書類を用意する前に気を付けていただきたいこと 
 

 

１．本人と家族の必要な書類（各人分ずつ必要） 

 

様式Ａ 必要書類判別マニュアル  様式Ｂ 必要書類判別マニュアル  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

※収入のない家族に関しては，非課税証明書 

                        をご用意ください。 

                       ※外国などにいて、発行ができない家族に関し 

                                             ては，申立書をご用意ください。 

※マニュアルは単体で左上をホチキス止めしてください。 

       課税証明書等はホチキス止めしなくて結構です。 

 

２．所得に関する書類            
 

 

                又は  

 

 
 

令和４年分源泉徴収票       令和４年分確定申告書/ 令和５年度市区町村民税・県民税申告書の控え 

（手続き日までに用意できない場合は、「未」と記入の上、後日提出すること。） 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

最新(令和４年６月以降)の年金通知書    児童手当等の支払通知書       

                          又は最新の振込金額が確認できる通帳のコピー 

令和４年度課税証明書（所得の記載のあるもの） 
（本人以外の家族全員分） 

電子申告の受信通知 又は 税務署の受付印のあるもの 

給与明細書 

（勤務先名が分かるようにすること） 

このページで指定している書類を用意してください。それ以外の書類は、基本的に受け付けません。 


